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道民アイデア整理表

№ 4514F アイデア名 エゾシカを対象とした「わな猟」の通年実施

【アイデアの概要】

○ 北海道におけるエゾシカの狩猟期間は、網、わな及び銃の手法にかかわらず、一律、10月１日から翌

年の１月31日までとなっているが、発砲等による危険がない「わな猟」については、通年、一般での狩

猟を可能にするよう法規制を緩和する。

○ 狩猟免許の取得者を増やし、捕獲の機会を増やすことで、エゾシカの適正な頭数管理に資する。

【事実関係の整理】

○ 野生鳥獣の捕獲方法は、「狩猟」による場合と「許可捕獲」がある（鳥獣保護法第８条）。

（許可捕獲には、有害鳥獣捕獲、特定計画に基づく個体数調整等がある。）

○ 狩猟免許の種類は、網猟、わな猟、第一種銃猟（装薬銃）、第二種銃猟（空気銃）の４種類。

○ 狩猟期間は、主として安全確保の観点から、農林業作業の実施時期や山野での見通しのきく落葉期等

を勘案し、北海道の場合は毎年９月15日から翌年４月15日までの期間と規定されている（同法第２条第

５項）。

○ 環境大臣は、狩猟鳥獣の保護を図る観点から、上記の狩猟期間の範囲内で実際の捕獲期間を限定でき

ることとされており（同法第11条第２項）、北海道の場合は、毎年10月１日から翌年１月31日までの期

間に短縮されている（同法施行規則第９条）。

○ 道内で著しく数が増加しているエゾシカについては、道（知事）が「エゾシカ保護管理計画」を定め

ており、計画の目標達成のため、知事の権限で捕獲期間の延長が可能である。ただし、その延長期間は、

法に定める狩猟期間の範囲内とされている（同法第14条第２項）。

○ 上記延長の期間は、エゾシカの生息動向等を検討の上で決定されるため、毎年変更があり、また、地

域によっても異なる。

○ 許可捕獲は、狩猟と異なり、年中いつでも可能である。

○ 平成24年度のエゾシカ捕獲数は、狩猟6.9万頭、許可捕獲7.5万頭で、合計14.4万頭。

○ 狩猟による捕獲6.9万頭のうち、わな猟による捕獲は１％（689頭）で、その他は全て銃猟によるもの。

【道州制特区制度との整合性】

○ わな猟の捕獲実績から勘案し、道としてのメリットがない。

○ なお、通年のわなによる捕獲は、許可を得れば、現行制度上で可能である。

【対応方向】

分野別審議 ○ 一次整理

〈一次整理とする理由〉

・わな猟の捕獲実績から勘案し、道としてのメリットがない。



■狩猟と許可捕獲 
 

 

 
 狩猟 許可捕獲 
定義 狩猟期間に、法定猟法により狩猟

鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷)を行

うこと 

法で定める目的で捕獲許可を受け

て行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵

採取等 
対象鳥獣 狩猟鳥獣(49 種、鳥類のひな及び

卵を除く) 
鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣

も含む) 
捕獲及び採取の事由 問わない 鳥獣による生態系等の被害防止、

特定計画に基づく個体数調整等の

ため 
個別の手続き 狩猟免許の取得、毎年度猟期前の

登録が必要 
許可申請が必要 

申請先：都道府県知事 
捕獲できる時期 法令に基づき定められた狩猟期間

中 
許可された期間 

(年中いつでも可能) 
方法 法定猟法(網・わな猟、銃猟) 方法は問わない(危険猟法等につ

いては制限あり) 
 

（出典：環境省ＨＰより） 
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凡例

１０月 １日～３月３１日

１０月 １日～２月２８日

１０月 １日～１月３１日

１０月２６日～３月３１日

１０月２６日～２月２８日

１０月２６日～１月３１日

９月１５日～４月１５日（西興部村猟区）

中断期間設定（斜里町の一部、詳細別紙）

Ｃ

Ｂ

C

Ｈ

Ｆ

Ｇ

D

市町村境界

A

平成２５年度エゾシカ可猟区等設定期間

A

4/153/311/31 2/28

Ｄ

Ｅ

H

H

9/15 10/1

G

E

F

10/26

振興局境界

B

（ただし、10月・11月は
無制限）

オスジカ ：１頭

12/31

一人一日あたりの捕獲数制限

メスジカ ：制限なし

H

※西興部村猟区（Ｇ）に入猟する
場合は、西興部村猟区の指示
に従ってください。
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平成 24 年度におけるエゾシカの推定生息数について

北海道環境生活部環境局

エゾシカ対策課

○ これまで、国、市町村及び狩猟者などと連携し、個体数の削減に向け様々な取組みを

進めてきた結果、緊急対策期間の３年目となる平成 24 年度のエゾシカ捕獲数は、全道で

約 14 万４千頭（前年度比＋６千頭）と過去最高となり、「捕獲推進プラン」で示した目

標捕獲数 14 万 2,600 頭を上回った。

○ この捕獲実績等により、平成 24 年度における全道のエゾシカ生息数は、約 59 万頭(前

年度比－５万頭)と判断される。

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 前年度増減

捕 獲 実 績 約 10 万９千頭 約 13 万７千頭 約 14 万４千頭 ＋７千頭

推 定 生 息 数 約 65 万頭 約 64 万頭 約 59 万頭 －５万頭

東部地域 約 29 万頭 約 27 万頭 約 23 万頭 －４万頭

西部地域 約 36 万頭 約 37 万頭 約 36 万頭 －１万頭

南部地域 データ不足 データ不足 データ不足 －

※平成 24 年度の捕獲実績は速報値（Ｈ24 年６月末日時点）。

※指数検討部会で示された「メディアン 予測値（中央値）」を元に判断

※推定生息数は、今後最新データの解析により、その都度修正される可能性がある。

全 道 推 定 生 息 数 の 推 移
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【 凡 例 】

東 部 ： ｵﾎｰﾂ ｸ・ 十 勝 ・ 釧 路 ・根 室

西 部：空 知・石 狩・胆 振・ 日 高 ・

上 川 ・ 留 萌 ・ 宗 谷
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【 関係法令 】 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（抄） 

（定義） 

第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺（ほ）乳類に属する野生動物をいう。 

２ この法律において「法定猟法」とは、銃器（装薬銃及び空気銃（圧縮ガスを使用するものを含む。以

下同じ。）をいう。以下同じ。）、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他

環境省令で定める猟法をいう。 

３ この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生

態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等（捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。）の対象と

なる鳥獣（鳥類のひなを除く。）であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそ

れのないものとして環境省令で定めるものをいう。 

４ この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。 

５ この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日（北海道にあっては、毎年九月十五日）から翌

年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。 

６ 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を

開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を

聴かなければならない。 

 

 （特定鳥獣保護管理計画） 

第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣があ

る場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図

るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣（以下「特定鳥獣」という。）の保護のための管理（以

下「保護管理」という。）に関する計画（以下「特定鳥獣保護管理計画」という。）を定めることがで

きる。 

２ 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 特定鳥獣の種類 

二 特定鳥獣保護管理計画の計画期間 

三 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域 

四 特定鳥獣の保護管理の目標 

五 特定鳥獣の数の調整に関する事項 

六 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項 

３～８ （略） 

 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止） 

第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）をしてはならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。 

二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 

三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。 

 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可） 

第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条

第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥

類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっ

ては都道府県知事の許可を受けなければならない。 

一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又

は鳥類の卵の採取等をするとき。 

二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。 

三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で

定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。 

２～１４ （略） 

 

（狩猟鳥獣の捕獲等） 

第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保

護区、第三十四条第一項に規定する休猟区（第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合

は、その区域を除く。）その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な
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区域として環境省令で定める区域以外の区域（以下「狩猟可能区域」という。）において、狩猟期間

（次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されてい

る場合はその期間とする。）内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣（第

十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の

規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。）の捕獲等をすること

ができる。 

一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。 

二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟

鳥獣の捕獲等をするとき。 

イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 

ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩

猟鳥獣の捕獲等 

２ 環境大臣は、狩猟鳥獣（鳥類（狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。）のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」

という。）の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をす

る期間を限定することができる。 

３ （略） 

 

（環境省令で定める鳥獣の捕獲等） 

第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥

類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県

知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。 

２ （略） 

 

（特定鳥獣に係る特例） 

第十四条 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護

管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した

休猟区の全部又は一部について、当該特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定するこ

とができる。 

２ 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限

定されている場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要が

あると認めるときは、その狩猟期間の範囲内で、当該特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された

期間を延長することができる。 

３ 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計

画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で、環境大臣が当該特定

鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。 

４ （略） 

 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（抄） 

 （捕獲等をする期間） 

第九条 法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上（左）欄に掲げる区域ご

とに、それぞれ同表の下（右）欄に定める期間とする。 

区域 狩猟鳥獣の捕獲等をする期間  

北海道以外の区域 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで（猟区の区域内においては、毎年十月

十五日から翌年三月十五日まで、青森県、秋田県及び山形県の区域内であって、

猟区の区域以外において、ヨシガモ（アナス・ファルカタ）、ヒドリガモ（アナ

ス・ペネロペ）、マガモ（アナス・プラテュリュンコス）、カルガモ（アナス・

ゾノリュンカ）、ハシビロガモ（アナス・クリュペアタ）、オナガガモ（アナス・

アクタ）、コガモ（アナス・クレカ）、ホシハジロ（アイテュア・フェリナ）、

キンクロハジロ（アイテュア・フリグラ）、スズガモ（アイテュア・マリラ）、

クロガモ（メラニタ・アメリカナ）を捕獲する場合にあっては、毎年十一月一日

から翌年一月三十一日まで） 

 

北海道の区域 毎年十月一日から翌年一月三十一日まで（猟区の区域内においては、毎年九月十

五日から翌年二月末日まで） 
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道民アイデア整理表

№ 1520F アイデア名 エゾシカの現地での埋設処理

【アイデアの概要】

○ エゾシカの生息数が増加しており、酪農業被害が拡大するとともに、車両との衝突事故なども頻発し

ている。

○ 冬場は、エゾシカの捕獲効率が高いが、現地での埋設は数的に制約があることから大量捕獲ができな

い状況にある。

○ そこで、期間を限定した上で、捕獲したエゾシカをまとめて現地埋設することを可能とする。

【事実関係の整理】

○ 捕獲した鳥獣等については、捕獲した場所に放置することが禁止されている（適切な処理が困難な場

合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除く。）（鳥獣保護

法第18条）。

○ 捕獲者は、原則として、捕獲物を持ち帰るか、地形的要因等によりそれが困難な場合は、風雨等によ

り容易に捕獲物が露出しない程度まで埋設すること等により適切に処理することが必要（環境省自然環

境局長通知）。

○ 捕獲した鳥獣等（死骸等）は、廃棄物処理法では一般廃棄物に区分されるが、同法の運用上、捕獲物

等の埋設が適切に行われる限りにおいては、同法第16条に規定する不法投棄には当たらないとされてい

る（環境省事務連絡）。

○ 捕獲物等の埋設により、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる場合は、

廃棄物処理法第19条の４に規定する措置命令（市町村長の権限）の対象となる（同上）。

○ 「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる」かどうかの判断は、市町村長

の権限。

○ 埋設に関する数的な制約は、関係法令上明記されたものはない（埋設により生活環境上影響が生じる

かどうかが問題）。

○ 捕殺されたエゾシカは、①ハンターの自家消費、②食肉処理施設へ売却、③ペットフード製造事業者

へ売却、④廃棄物処理施設へ搬入、⑤現地埋設、⑥その他の６通りの流れにより処分又は活用されてお

り、このうち現地埋設は、全体の約１７％と推計される（平成22年度 北海道経済部調査）。

【道州制特区制度との整合性】

○ 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがあると判断し、改善の措置命令をする権限は現行制

度上市町村長に付与されている。

○ 道として国に対して移譲を求める権限が存在しない。

【対応方向】

分野別審議 ○ 一次整理

〈一次整理とする理由〉

・道として国に対して移譲を求める権限が存在しないため、道州制特区提案にはなじまない。



【 関係法令等 】 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（抄） 

 （鳥獣の放置等の禁止） 

第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系

に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採

取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。 

 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（抄） 

 （適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合） 

第十九条 法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因によ

り、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生

態系に大きな影響を不えない方法で埋めることが困難であると認められる場合 

二 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合 

三 法第十三条第一項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林

地に放置する場合 

四 漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合 

 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、

及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関

する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その

能率的な運営に努めなければならない。 

２ 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を不える

ことに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄

物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

３～４ （略） 

 

 （投棄禁止） 

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

 （措置命令） 

 

第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基

準）に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上

支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長（前条第三号に掲げる場合

にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。）は、必要な限度において、当該収集、運

搬又は処分を行つた者（第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村

を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当

該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の

七において「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のた

めに必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができる。 

２ 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなけれ

ばならない。 
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○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に伴う留意事項に

ついて 
（平成15年４月14日付け事務連絡） 

（各都道府県・政令市一般廃棄物行政担当課あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃

棄物対策課） 

 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)

は平成14年７月12日に公布され、平成15年４月16日から施行されます。 

 鳥獣保護法第18条においては、鉛弾の破片の残った鳥獣の死骸を他の野生生物が食べてしま

うことによる鉛中毒事敀等を防止する観点から、鳥獣又は鳥類の卵（以下「鳥獣等」という。）

の捕獲等又は採取等した者は、環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場

所に当該鳥獣等を放置してはならない旨の規定が新たに設けられたところです。また、鳥獣保

護法第３条第１項に基づき定められた鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な

指針（平成14年12月27日環境省告示第86号。以下「鳥獣保護基本指針」という。）Ⅱ第四(1)

⑤「捕獲物又は採取物の処理等」において、捕獲物等は原則として持ち帰ることとし、やむを

得ない場合に限り生態系に影響を不えないような適切な方法で埋設することとしているところ

です。 

 鳥獣保護法の改正の趣旨を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

号。以下「廃棄物処理法」という。）の運用に当たっては、下記の事項にご留意ください。 

記 

一 捕獲物等の埋設が鳥獣保護基本指針Ⅱ第四(1)⑤「捕獲物又は採取物の処理等」に従って行

われる限りにおいては、廃棄物処理法第16条に規定する丌法投棄には当たらないものである

こと。 

 

二 捕獲物等の埋設により、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められ

る場合は、廃棄物処理法第19条の４に規定する措置命令の対象となるものであること。 

 

 

○鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針（抄） 

（平成14年12月27日環境省告示第86号） 

 

第四 (1) 

⑤ 捕獲物又は採取物の処理等 

 捕獲物等の処理方法については、申請の際に明らかにするよう指導するものとする。 

 また、捕獲物等は、鉛中毒事敀等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰る

こととし、やむを得ない場合は生態系に影響を不えないような適切な方法で埋設することによ

り適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする（適切な処理が困難な場

合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除

く。）。さらに捕獲物等が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場

合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。なお、捕獲した個体を生きたまま譲渡し

ようとする場合は、飼養登録の手続きをするよう指導するものとする。(以下略) 
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の
検
討
結
果
（
エ
ゾ
シ
カ
の
捕
獲
関
係
）
 

提
案
事
項
 

提
案
内
容
 

整
理
し
た
 

委
員
会
 

１
次
整
理
結
果
（
一
旦
検
討
終
了
）
 

理
 
 
由
 
 
等
 

１
次
整
理
後
の
情
勢
変
化
 

（
法
令
改
正
等
の
動
き
）
 

国
の
 

専
掌
事
項
 

現
行
法
令

で
対
応
 

可
能
 

現
行
施
策

の
推
進
で

対
応
可
能
 

そ
の
他
 

エ
ゾ
シ
カ
被
害
の
 

防
止
 

 
鳥
獣
保
護
区
等
に
お
け
る
捕
獲
禁
止

を
、
市
町
村
の
管
理
の
も
と
、
一
定
期
間

解
除
す
る
。
 

第
6回

 

(H
19
.1
0)
 

 
○
 

 
 

・
鳥
獣
保
護
区
内
に
お
い
て
も
、
被
害
防
止
や
個
体
数
調
整
の
目
的
で

あ
る
場
合
は
、
許
可
を
受
け
て
エ
ゾ
シ
カ
の
捕
獲
が
可
能
。
 

 ・
自
然
公
園
法
の
特
別
地
域
内
に
お
け
る
囲
い
罠
の
設
置
に
つ
い
て
も

対
応
可
能
。
 

・
制
度
的
に
は
変
更
な
し
 

・
市
町
村
が
特
定
の
時
期
・
場
所
で

実
施

す
る

一
斉

捕
獲

に
つ

い
て

は
、
鳥
獣
保
護
区
等
で
も
可
能
な

限
り
実
施
が
で
き
る
よ
う
関
係
機

関
と
の
調
整
な
ど
を
実
施
 

（
環
境
生
活
部
）
 

狩
猟
者
の
育
成
 

 
北
海
道
の
特
異
性
な
ど
を
踏
ま
え
、
ラ

イ
フ
ル
銃
の
所
持
要
件
中
、
継
続
し
て
散

弾
銃
10
年
以
上
所
持
を
短
縮
す
る
。
 

 
○
 

 
 

・
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
獣
類
の
捕
獲
を
職
業
と
す
る
者
及
び
事
業
に
対

す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
獣
類
の
捕
獲
を

必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
通
常
の
要
件
で
あ
る
10
年
よ
り
短
期

間
で
、
ラ
イ
フ
ル
銃
の
所
持
許
可
を
し
て
い
る
。
 

・
変
更
な
し
 

（
道
警
本
部
）
 

銃
刀
法
の
特
例
 

 
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
者
に
ラ
イ

フ
ル
の
所
持
、
狩
猟
へ
の
使
用
を
可
能
と

す
る
。
 

 ①
本
籍
を
北
海
道
に
置
き
、
か
つ
北
海

道
在
住
５
年
以
上
の
者
 
 

②
北
海
道
猟
友
会
入
会
後
５
年
も
し

く
は
日
本
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会
入

会
後
３
年
を
満
た
す
も
の
。
 

 
 
北
海
道
在
住
の
者
で
散
弾
銃
所

持
後
10
年
を
経
過
し
た
者
は
、
狩
猟

で
も
使
用
可
能
と
す
る
。
ラ
イ
フ
ル

所
持
後
、
10
年
以
内
に
北
海
道
以
外

に
住
所
を
移
し
た
者
は
ラ
イ
フ
ル

を
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
34
回
 

(H
22
.1
) 

 
○
 

 
 

・
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
獣
類
の
捕
獲
を
職
業
と
す
る
者
及
び
事
業
に
対

す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
ラ
イ
フ
ル
銃
に
よ
る
獣
類
の
捕
獲
を

必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
通
常
の
要
件
で
あ
る
10
年
よ
り
短
期

間
で
、
ラ
イ
フ
ル
銃
の
所
持
許
可
を
し
て
い
る
。
 

 ・
平
成
19
年
12
月
に
発
生
し
た
長
崎
県
佐
世
保
市
に
お
け
る
散
弾
銃
を

使
用
し
た
凶
悪
事
件
等
を
受
け
、
政
府
は
平
成
21
年
２
月
に
銃
刀
法

を
改
正
し
、
銃
所
持
の
許
可
に
係
る
欠
格
事
項
の
拡
充
、
猟
銃
・
実

包
の
保
管
規
制
の
強
化
等
に
よ
る
銃
砲
規
制
の
大
幅
な
強
化
を
行

っ
て
い
る
。
当
該
法
改
正
に
係
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
平
成
20

年
７
月
実
施
）
に
お
い
て
、「

大
日
本
猟
友
会
か
ら
は
10
年
を
５
年

に
短
縮
と
の
要
望
が
出
て
い
る
。
ラ
イ
フ
ル
銃
を
危
険
視
す
る
な

ら
、
そ
の
許
可
は
個
人
の
資
質
を
問
う
試
験
・
規
制
で
あ
る
べ
き
」

と
の
一
般
か
ら
の
意
見
に
対
し
て
、
国
（
警
察
庁
生
活
安
全
局
）
は

「
ラ
イ
フ
ル
銃
に
係
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
危
険
性
に
か
ん
が

み
現
行
10
年
と
な
っ
て
い
る
規
制
を
５
年
に
緩
和
す
る
こ
と
は
適

当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。
 

・
変
更
な
し
 

（
道
警
本
部
）
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提
案
事
項
 

提
案
内
容
 

整
理
し
た
 

委
員
会
 

１
次
整
理
結
果
（
一
旦
検
討
終
了
）
 

理
 
 
由
 
 
等
 

１
次
整
理
後
の
情
勢
変
化
 

（
法
令
改
正
等
の
動
き
）
 

国
の
 

専
掌
事
項
 

現
行
法
令

で
対
応
 

可
能
 

現
行
施
策

の
推
進
で

対
応
可
能
 

そ
の
他
 

有
害
獣
の
駆

除
促

進
 

 
国
有
林
、
道
有
林
、
私
有
林
の
別
な
く

駆
除
の
許
可
を
出
す
。
 

第
34
回
 

(H
22
.1
) 

 
○
 

 
 

・
都
道
府
県
は
、
鳥
獣
法
第
９
条
第
１
項
に
基
づ
く
有
害
獣
の
駆
除
の

許
可
に
つ
い
て
、
国
有
林
、
民
有
林
問
わ
ず
許
可
を
出
す
こ
と
は
可
。 

 ・
駆
除
作
業
を
行
う
た
め
土
地
に
立
ち
入
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
有
林
、

民
有
林
問
わ
ず
、
地
権
者
か
ら
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
の
管
理
者
と
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

･制
度
的
に
は
変
更
な
し
 

（
環
境
生
活
部
）
 

有
害
鳥
獣
駆

除
に

係
る
銃
の
取

扱
規

制
の
緩
和
 

 
市
町
村
が
実
施
す
る
有
害
鳥
獣
駆
除

に
限
り
、
安
全
を
確
保
し
た
上
で
、
夜
間

発
砲
の
禁
止
や
消
音
装
置
付
き
銃
の
所

持
禁
止
を
緩
和
す
る
。
 

第
47
回
 

(H
24
.5
) 

 
 

 
○
 

・
銃
刀
法
を
所
管
す
る
警
察
庁
に
お
い
て
、
法
改
正
の
必
要
の
有
無
を

検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
道
と
し
て
は
、
引
き
続
き
国
に
規
制
緩
和
を

要
望
し
て
い
く
方
針
。
 

・
夜
間
で
の
銃
器
の
使
用
に
つ
い
て

は
、
Ｈ
27
に
施
行
さ
れ
る
改
正
鳥

獣
保
護
法
に
よ
り
、
一
定
の
条
件

下
に
お
い
て
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
 

 ・
消
音
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
国
に
規
制
緩
和
を
要
望
し

て
い
く
方
針
 

（
環
境
生
活
部
）
 

捕
獲
実
績
の

あ
る

ハ
ン
タ
ー
に

係
る

猟
銃
の
所
持

許
可

の
更
新
時
に

お
け

る
技
能
講
習

の
免

除
 

 
捕
獲
実
績
の
あ
る
ハ
ン
タ
ー
に
対
し
、

市
町
村
長
が
証
明
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

猟
銃
の
所
持
許
可
の
更
新
時
の
技
能
講

習
を
免
除
す
る
。
 

 
○
 

 
 

・
平
成
24
年
３
月
に
改
正
さ
れ
た
鳥
獣
被
害
防
止
特
別
措
置
法
に
よ

り
、
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
技
能
講
習
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、
現
行
法
令
で
可
能
 

・
変
更
な
し
 

（
道
警
本
部
）
 

森
林
管
理
局

職
員

等
に
よ
る
エ

ゾ
シ

カ
駆
除
 

 
森
林
管
理
局
職
員
等
が
狩
猟
免
許
を

取
得
し
、
職
務
と
し
て
国
有
林
で
の
エ
ゾ

シ
カ
駆
除
を
行
う
。
 

 
○
 

 
 

・
森
林
管
理
署
・
森
林
管
理
局
職
員
の
狩
猟
免
許
取
得
に
よ
る
職
務
と

し
て
の
国
有
林
内
の
エ
ゾ
シ
カ
駆
除
に
つ
い
て
は
、
鳥
獣
保
護
法
第

39
条
の
知
事
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

・
制
度
的
に
は
変
更
な
し
 

（
環
境
生
活
部
）
 

- 16 -



提
案
事
項
 

提
案
内
容
 

整
理
し
た
 

委
員
会
 

１
次
整
理
結
果
（
一
旦
検
討
終
了
）
 

理
 
 
由
 
 
等
 

１
次
整
理
後
の
情
勢
変
化
 

（
法
令
改
正
等
の
動
き
）
 

国
の
 

専
掌
事
項
 

現
行
法
令

で
対
応
 

可
能
 

現
行
施
策

の
推
進
で

対
応
可
能
 

そ
の
他
 

既
に
移
譲
を

受
け

た
事
務
に
関

連
す

る
事
務
の
移

譲
の

検
討
 

 (鳥
獣
保
護
法
に
係

る
分
野
別
審
議
) 

 
鳥
獣
保
護
法
に
係
る
「
危
険
猟
法
（
麻

酔
薬
の
使
用
）
の
許
可
」
に
類
似
す
る
次

の
事
務
に
つ
い
て
移
譲
を
受
け
る
。
 

 ①
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
希
少
鳥
獣

の
捕
獲
 

②
か
す
み
網
を
用
い
た
捕
獲
 

③
爆
発
物
、
劇
薬
、
毒
薬
を
用
い
た
捕

獲
 

 

第
50
回
 

(H
24
.1
2)
 

 

第
51
回
 

(H
25
.3
) 

 

第
52
回
 

(H
25
.5
) 

 

第
55
回
 

(H
25
.1
0)
 

 
 

 
○
 

①
希
少
鳥
獣
は
生
息
数
が
極
め
て
少
な
く
、
特
に
保
護
を
図
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
た
め
、
捕
獲
許
可
頭
数
の
管
理
、
許
可
要
領
の
作
成
な

ど
を
考
慮
し
、
現
行
ど
お
り
、
国
の
責
任
に
お
い
て
捕
獲
許
可
も
含

め
た
保
護
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

 ②
か
す
み
網
に
よ
る
密
猟
防
止
を
徹
底
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
環
境

省
が
日
本
全
体
を
一
つ
の
行
政
単
位
と
し
て
、
捕
獲
許
可
か
ら
所

持
、
販
売
及
び
頒
布
ま
で
一
貫
し
た
規
制
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

 ③
爆
発
物
及
び
毒
薬
は
、
過
去
に
許
可
実
績
が
な
く
、
需
要
も
な
い
こ

と
か
ら
必
要
性
は
な
い
。
 

 
ま
た
、
移
譲
さ
れ
て
も
許
可
基
準
を
独
自
に
設
定
す
る
に
は
、
道
に

よ
る
調
査
・
研
究
が
必
要
と
な
り
、
丌
要
な
負
担
が
発
生
す
る
。
 

 
劇
薬
に
つ
い
て
も
、
鳥
獣
の
捕
獲
に
は
す
で
に
移
譲
さ
れ
て
い
る
麻

酔
薬
３
種
以
外
に
必
要
性
は
無
い
こ
と
か
ら
現
行
ど
お
り
と
す
る
。
 

・
制
度
的
に
は
変
更
な
し
 

（
環
境
生
活
部
）
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エゾシカ関係資料(2) 
○エゾシカを対象とした「わな猟」の通年実施 

○エゾシカの現地での埋設処理 

 

 
 

 

 

 

■ エゾシカの現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

■ 捕獲許可制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

■ 狩猟ができるまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

■ 北海道エゾシカ対策推進条例の概要・・・・・・・・・・ ９ 

■ 鳥獣保護法の一部改正について・・・・・・・・・・・・ 11 

■ エゾシカ捕獲個体の適正処理の現状と取組について・・・ 12 

■ 微生物によるエゾシカの減量化処理の普及・・・・・・・ 13 

■ 微生物によるエゾシカの減量化処理手引書・・・・・・・別添 

 

参考資料２－２ 

 

 

 

 



 

１ エゾシカの捕獲数及び農林業被害額の推移 
 

 

 
 

■近年のシカ猟開始後の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ エゾシカの生息数は、明治期に豪雪と乱獲により激減 

 

○ エゾシカによる農林業被害は、昭和 60年代当初から被害が急増 

平成８年頃から一時減少するが、平成 16年から再び増加 

 

○ 平成 24年度の被害額は約 63億円、捕獲頭数は約 14万４千頭 

被害額 

禁 
 

猟
（
Ｍ
23
～
Ｍ
33
） 

禁 
 

猟
（
Ｔ
９
～
Ｓ
31
） 

31

） 

Ｍ３ Ｍ23 Ｍ43 Ｓ５ Ｓ25 Ｓ45 Ｈ２ Ｈ24 

捕獲数 

被害額

捕獲数 

■明治期からの推移（～Ｈ24） 

Ｈ24被害額 

約 63億円 

Ｈ24捕獲頭数 

約 14万４千頭 

エゾシカの現状と課題 
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２ エゾシカによる各種被害の状況 
 

■農林業被害 

【被害額の推移（全道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被害額の推移（地域別）】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【東部】ｵﾎｰﾂｸ･釧路･根室･十勝 【西部】石狩･空知･上川･留萌･宗谷･日高･胆振 【南部】渡島･檜山･後志 

 

【平成 24年度農林業被害額】 

○振興局別被害割合 ○作物別被害割合 

  
 

■その他の被害 

項  目 被 害 状 況 

交 通 事 故 件 数 Ｈ18年 ：1,200件 → Ｈ23年 ：2,300件 → Ｈ24年：1,800件 

列車運行支障件数 Ｈ18年度：1,400件 → Ｈ23年度：2,600件 → Ｈ24年：2,858件 

高 山植物 の食害 知床半島、夕張岳、アポイ岳などで顕著 

市 街地へ の出没 札幌市、釧路市等に出没し、交通事故や施設への侵入が発生 
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３ 個体数管理の現状 

 
■捕獲の実態 

○エゾシカ捕獲頭数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全道の推定生息数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

年度

推
定
生
息
数
(万

頭
)

0

10

20

30

40

50

60

70

捕
獲
頭
数
(万

頭
）

【凡例】 

東部：ｵﾎｰﾂｸ・十勝・釧路・根室 

西部：空知・石狩・胆振・日高・ 

上川・留萌・宗谷 

全体 

狩猟          許可捕獲 

10.9 
13.7 14.4 

緊急対策期間 

65 64 59 

40 

36 

33 32 

43 
46 

50 

54 

58 

63 

36 37 36 

30 

34 

11 12 
14 17 

19 
21 

24 
27 

29 
27 23 

21 21 22 23 243

6 

25 
26 27 

28 29 
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４ 狩猟者の現状 
 

■ 全道の新規狩猟免許取得者の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 全道の年代別狩猟免許所持者数の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 全道の狩猟者登録者数の推移（単位：人） 
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野生鳥獣の捕獲

捕獲許可制度の概要

[1] 鳥獣保護法における野生鳥獣の捕獲等について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲す

る場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取（以下、「捕獲等」という）が禁止されています。

ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認

められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等す

ることが認められています。

■許可権限者

許可の権限者は、以下の通りとなっています。

○ 環境大臣：国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合

○ 都道府県知事：大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合（※）

（※）多くの都道府県では、地方自治法第２５２条の１７の２の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害

の防止のための特別措置に関する法律第６条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に委

任している場合があります。

■許可の基準

捕獲許可の基準については、上記の許可権限者が、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類・員数・期間・区域・

方法等に関する要件を定めています。

都道府県捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護事業計画の中に定められているため、詳細は、

各都道府県担当部局に確認して下さい。

[2] 許可手続きのフロー図
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[3] 狩猟と許可捕獲の違いについて

  狩猟 許可捕獲

定義 狩猟期間に、法定猟法により狩猟鳥獣
の捕獲等(捕獲又は殺傷)を行うこと

法で定める目的で捕獲許可を受けて行う
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵採取等

対象鳥獣 狩猟鳥獣(49種、鳥類のひな及び卵を
除く)

鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣も含
む)

捕獲及び採取の事由 問わない 鳥獣による生態系等の被害防止、特定
計画に基づく個体数調整等のため

個別の手続き 狩猟免許の取得、毎年度猟期前の登
録が必要

許可申請が必要
申請先：都道府県知事

捕獲できる時期 法令に基づき定められた狩猟期間中 許可された期間
(年中いつでも可能)

方法 法定猟法(網・わな猟、銃猟) 方法は問わない(危険猟法等については
制限あり)
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１ 狩猟免許とは

（１）概要

狩猟免許は４種類に分かれており、狩猟を行うには猟法に応じた狩猟免許が必要です。

①網猟 ②わな猟 ③第１種銃猟（装薬銃及び空気銃） ④第２種銃猟（空気銃のみ）

狩猟免許の有効期間は３年間であり、更新をして継続することができます。

（２）受験資格

北海道内に住所がある満２０歳以上の方のうち、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で規定する

欠格事由（精神障がいなど）に該当しない方。

（３）手続き

試験実施地の各（総合）振興局の環境生活課で狩猟免許試験の申請を行ってください。

申請には狩猟免許申請書、医師の診断書などの書類と手数料が必要です。

（平成 26 年度は平成 26 年 7 月、8 月、12 月、平成 27 年 2 月の 4 回を予定）

（４）試験内容

①知識試験：法令、猟具、鳥獣、鳥獣の保護管理に関する知識（筆記試験）

②適性試験：視力、聴力、運動能力

③技能試験：猟具の取扱い、鳥獣の判別、距離の目測（銃猟のみ）、猟具の判別（網猟・わな猟のみ）等

２ 狩猟者登録とは

（１）概要

狩猟を行うためには、狩猟を行いたい場所を管轄している都道府県知事に対し、狩猟者登録の申請を

する必要があります。（狩猟免許を取得しても、狩猟者登録を行わなければ実際に狩猟を行うことはでき

ません。）

狩猟免許は全国で有効ですが、狩猟者登録は狩猟を行いたい都道府県毎に行う必要があります。

また、狩猟者登録も狩猟免許と同様に、猟法に応じて申請する必要があります。

（２）手続き

狩猟を行いたい場所を管轄している都道府県知事に申請書等の必要書類を提出し、手数料及び狩猟税

を納めることが必要です。

【参考】銃の所持許可について

銃猟（第１種銃猟及び第２種銃猟）を行う場合は、狩猟免許・狩猟者登録に加えて住所地を所管する

都道府県公安委員会から銃の所持許可を受ける必要があります。

詳しくは北海道警察のホームページをご覧いただくか、住所地を管轄する警察署または北海道警察本

部保安課にご確認ください。

■狩猟ができるまで ～初心者が狩猟をするには 北海道の場合～

【参考】予備講習について

狩猟免許試験に備えて、北海道猟友会では事前に予備講習を行っています。

詳細は北海道猟友会に問い合わせるか、ホームページなどを参照してください。

３ 狩猟免許取得及び狩猟者登録にかかる経費について
以下の費用のほか、任意ですが猟友会の会費や狩猟事故共済保険料、民間会社の損害賠償保険料など

がかかります。

※１ 既に他種の狩猟免許を所持している場合など
※２ 都道府県民税の所得割額の納付が免除されている場合など

試験日時や試験場所、提出書類
等の詳細は北海道（生物多様性
保全課）のホームページをご確
認ください。（アドレスは裏面）

網猟 わな猟 第１種銃猟 第２種銃猟

【狩猟免許取得】

新規 5,200円 5,200円 5,200円 5,200円

一部免除※１ 3,900円 3,900円 3,900円 3,900円

○狩猟者登録手数料 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円

○狩猟税 一般 8,200円 8,200円 16,500円 5,500円
所得割額免除※２ 5,500円 5,500円 11,000円 5,500円

【狩猟者登録】（狩猟を行う場合は毎年度必要）

区 分

○狩猟免許試験申請手数料

銃猟の場合は、別途警察で銃の所持許可を受ける必要あり

狩猟制度の概要

③実際の狩猟へ

①狩猟免許を取得する

②実際に狩猟を行いたい都道府県で狩猟者登録をする
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＜お問い合わせ先＞
狩猟免許・狩猟者登録の申請に必要な添付書類、受付期間や試験会場などの詳細は北海道の

ホームページをご覧いただくか、北海道環境生活部環境局生物多様性保全課又は最寄りの各
（総合）振興局環境生活課にお問い合わせください。

○北海道（生物多様性保全課）ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/index.htm

○電話番号
代表：011-231-4111（内線：24-3６６）

狩猟ができるまでの流れ

狩猟免許試験の申請

使いたい猟具の種類に応じて 4 種類の免許があるので、免許の種類

ごとに免許試験の申請を行う。

①網猟 ②わな猟

③第１種銃猟（装薬銃・空気銃） ④第 2 種銃猟（空気銃のみ）

予備講習の受講（任意）

北海道猟友会が免許試験の前に試験内容に即した予備講

習を行っているので、希望する場合は北海道猟友会に申込

みをして受講する。

・鳥獣関係法令の解説

・猟具（銃、わな）の操作、指導 等

狩猟免許試験の受験

免許の種類毎に知識・適性・技能試験を受ける。

☆同日に複数種類の試験の受験も可能。

（例：わな猟と第 1 種銃猟の試験を同日に受験する。）

狩猟免許取得

免許は 3 年間有効。

（初回の有効期間は合格した年の翌々々年の 9 月 14 日まで。）

狩猟者登録

実際に狩猟を行うためには、狩猟したい場所を所管する都道府県に

狩猟者登録をする必要がある。

・北海道内で狩猟を行う場合

住所地の各（総合）振興局環境生活課に申請する。

・北海道以外で狩猟を行う場合

狩猟を行いたい都府県に申し込む。

狩猟へ

入林承認申請（狩猟を行う場所により必要）

国有林や道有林で狩猟を行う場合は事前に入林の手続き

をする必要がある。

銃
猟
の
場
合
は
、
別
途
住
所
地
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
か
ら
銃
の
所
持
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

合格
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北海道エゾシカ対策推進条例の概要 
 

■総 則 

○目 的  

エゾシカ対策に関し、基本理念を定め、道の責務及び道民等の役割を明らかにす

るとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、エゾシカ対策を総合

的かつ計画的に推進し、人とエゾシカとの適切な関係を築き、地域社会の健全な発

展に寄与すること 

 

○基本理念 

（１）科学的知見に基づく状況に応じた実効性のある対策を推進 

（２）生物の多様性に及ぼす影響に配慮 

（３）エゾシカは道民共有の財産であり、その価値を最大限に活用  

（４）道民の理解を促進するとともに道民意見を反映 

（５）地域の特性を考慮し課題に応じた持続的な取組を推進 

 

○道の責務 

・エゾシカの対策の総合的かつ計画的な施策の策定・実施 

・国、市町村、道民、事業者及び民間の団体との連携 

・市町村との緊密な連携を図り、情報提供や技術的な助言その他必要な支援 

 

○道民等の役割 

・道民、事業者等は道が実施する対策に協力 

 

■基本計画 

・対策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画の策定 

・基本計画に掲げる目標の達成に向けた地域毎・年度毎の捕獲目標の策定 

 

■エゾシカ対策に関する基本的施策 

○状況に応じた個体数の管理 

・エゾシカの生息動向や被害の状況に応じた個体数管理を推進 

・「狩猟」、「被害防止のための捕獲」の効果的な組合せと「計画的な捕獲」の推進 

・銃器やわな等による効率的かつ効果的な捕獲手法の活用推進、一斉捕獲の推進 
 

○緊急対策期間及び特定重点対策地域 

・生息数及び農林業被害の著しい増加時における捕獲等の重点的な推進 
 

○捕獲等の担い手の確保 

・被害防止や計画的捕獲等への従事者の育成・確保、道外狩猟者の活用措置 

 

○有効活用の促進 

・関係機関と連携協力して食、観光、その他の分野で有効活用するため必要な措置 

 

○被害防止対策の推進 

・各種被害状況の実態把握、関係者との連携による効果的な被害防止対策の実施 
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○調査研究の推進 

・生息状況等の把握、エゾシカの感染症に関する科学的な知見の集積 

 

○事故及び法令違反の防止 

・関係機関と連携協力した事故や法令違反の防止措置 

 

○捕獲等に係る個体の適正処理の促進 

・適正な処理が促進されるよう、指導、情報提供その他必要な措置 

 

○人材の育成及び活用 

・地域で対策の企画立案や推進を行う人材の育成とその活用 

 

○顕彰 

・エゾシカの対策に関する顕著な功績者への顕彰 

 

■特定鉛弾の所持の禁止 

・エゾシカを捕獲する目的で鉛弾の所持を規制 

 

■エゾシカ対策協議会 

・全道協議会・地域協議会の設置 
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エゾシカ捕獲個体の適正処理の現状と取組について  
 

＜大量処理に伴う生態系及び生活環境への影響の軽減＞ 

 

 

【 現 状 と 課 題 】  

■増えすぎたエゾシカによる農林業被害や交通事故、自然植生の食害等が問題 

 

■平成 22 年度から５年間を緊急対策期間として捕獲強化対策を実施  

○平成 24 年度には過去最高の 14.4 万頭を捕獲 

○推定生息数は約 59 万頭（平成 23 年度比－５万頭）  

 

■捕獲個体の急増により新たな課題 

○山野における意図的な死体の放置  

○廃棄物処理に伴う市町村の施設的･経費的な負担の増加  

 

山野で安易に大量のエゾシカが埋設・放置された場合、  

悪臭の発生や水質への影響のほかヒグマの誘引などが懸念  

 

【 道 の 取 組 】  

■北海道エゾシカ対策推進条例に基づく「適正処理」と「有効活用」の促進  

○「地域の生態系・生活環境の保全」と「市町村の処理負担の軽減」を目的  

◆狩猟者等に対する捕獲個体の持帰りの啓発・指導 

◆衛生管理の充実・販路拡大による食肉・ペットフード等への利用促進 

◆微生物分解による減量化処理技術の普及           など 

 

【参考】北海道エゾシカ対策推進条例＜抜粋＞  

（有効活用の促進）  

第 11 条  道は、国、市町村、事業者及び民間の団体と連携協力して、食関連

分野、観光分野その他の分野においてエゾシカが有する多面的な価値を有効活

用するために必要な措置を講ずるものとする。  

（捕獲等に係る個体の適切な処理の促進）  

第 15 条  道は、捕獲等をされたエゾシカの個体及びその不要となった部位に

ついて適切な処理が促進されるよう、エゾシカの捕獲等をする者その他関係者

に対する指導、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。  
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■微生物によるエゾシカの減量化処理の普及 
 

○エゾシカ処理の現状と課題 
・捕獲したエゾシカは、食肉などとして利用する場合を除き、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」に基づき、各市町村の処理施設で焼却・埋立処分される。 

・処理の余力が不足する場合は、エゾシカなど大型動物の処理は施設の負担となる。 

 

○微生物による減量化処理 
・動物の筋肉などの部位（短期間では分解しない骨や毛などを除く）を微生物の好気

性分解により減量すること 

・好気性分解とは、酸素が十分ある状態で微生物が有機物を分解する作用 

 

○各種処理形態の現状･課題 
処 理 

形 態 

捕獲区分 
現状・課題 

狩  猟 許可捕獲 

食 肉 ○ × ・食肉及びペットフードとして利用には処理施設が必要 

・処理施設は地域に偏在し、搬入が困難 

・春～秋の捕獲個体は、痩せているなど食肉利用に不適 

ペット 

フード 
△ △ 

焼 却 ○ ○ ・捕獲区分に係らず処理が可能であるが処理施設が必要 

・多数の処理施設の建設・維持管理は困難 埋 却 ○ ○ 

減量化 

処 理 
○ ○ 

・減量化処理をするための施設設置費用が安価 

・特別な技術や資格がなくとも実施可能 

 

【減量化処理の一例】 

 

 

 

捕獲したエゾシカ  家畜糞や木材チップ等からなる「発酵床」に投入  

廃棄物として処理する量を減量化  
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